
設立趣意書  

 私たちを取り巻くスポーツ、運動、身体活動に関する課題は、子どもの体力低下、勤労者および中年者
の身体活動量低下、スポーツ・運動実施率の低下などさまざまな問題が挙げられます。このような状況

のなかスポーツを通じて健康増進、社会性、自己実現を達成するために生涯にわたって日常的にスポー

ツ・運動に親しみ幸福で豊かな生活を営むことは、重要な課題と考えられます。  

 フライングディスクは、11 種目の公認種目があり子どもから高齢者まで幅広い年代が楽しむことがで

きる生涯スポーツです。さらに、中学校新学習指導要領においてもアルティメットが採用されたため、

今後の体育の授業でフライングディスクを経験する場面も増えると考えられ、愛好者は増加するものと

考えられます。  

 これらのことから、新潟県内のフライングディスク普及を促進するため、協会を設立して生涯スポーツ

と競技スポーツの両面の振興を図っていくことを目的として「新潟県フライングディスク協会」を設立

いたします。  

平成 28 年 9 月 3 日  

設立発起人 佐藤 敏郎  

設立発起人 佐藤 幸大  

設立発起人 小幡 剛久  

設立経過概要  

新潟県内では、新潟県ディスクゴルフ協会が 2008 年に設立され、関係者の方々により、事業・普及

の活動を行ってきました。このたび、JFDA に登録する団体として新潟県フライングディスク協会を設

立し、JFDA に協会設立・加盟申請を出すとともに、県内のフライングディスク普及を図りたいと考え

ます。  

さらに、県内の既存組織の縦割り的活動を改善し、生涯スポーツ・競技スポーツの普及、フライング

ディスク愛好者の交流をより深く、より効率よく、お互いの相乗効果を図ることを目的に、県を統括し

た団体として新潟県フライングディスク協会を設立することにしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

新潟県フライングディスク協会会則 

 

第１章 総則  

第１条 本会は、「新潟県フライングディスク協会」と称し、事務局を会長が指定する場所に置く。  

 

第２章 目的及び事業  

第２条 本会は新潟県に存在するフライングディスク競技の統一組織であり、日本フライングディスク       

協会（以下 JFDA とする）加盟組織としてフライングディ スク競技の普及及び振興を図り、も

って県民の心身の健全な発育と豊かなス ポーツ社会の発展に寄与することを目的とする。  

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。  

     （１）フライングディスクの総合的な普及振興を図ること  

（２）フライングディスクに関する組織の育成強化及び発展のために支援と相互の連絡調整を

図ること  

（３）フライングディスクの講習会を開催及び指導者を育成すること  

（４）フライングディスク大会及びその他の競技会を開催及び後援をすること  

（５）JFDA 事業の援助活動に関すること  

（６）その他、本会の目的達成するために必要な事業  

 

第３章 協会会員  

第４条  

１．会員は、第２条の目的に賛同し、会費を納入する次の者をもって本会員とする。  

２．会員は入会、退会する際は必ず書面をもって届けなければならない。                

（１）会員（当協会に入会した個人）  

（２）登録会員（JFDA）に入会した個人  

       （３）賛助会員（当協会の事業に賛同する個人又は団体）  

第５条 会員にして、会費の納入を怠ったもの、本会の名誉を毀損したものは、会員 としての資格を停

止されることがある。  

第４章 役員  

第６条 １．本会に次の役員を置く。  

（１）会 長 １名  

（２）副会長 ２名以内  

（３）理事長 １名  



（４）理 事 若干名  

（５）事務局長 １名  

（６）監 事 1 名  

２．事務局長は理事を兼ねることができる。  

 

第７条 役員の任期は２カ年とする。但し再任を妨げない。補欠により選任された場合の任期は、前任 

者又は現任者の在籍期間とする。役員は、任期終了後にあっても、新役員決定まではその職務

にあたるものとする。 

第８条 役員の選出は次のとおりとする。  

（１）会長、副会長は、会員のうちから総会において選任する。  

（２）理事、監事、事務局長は、会員のうちから会長が選任する。  

（３）理事長は、理事の互選とする。  

第９条 役員の任務は次のとおりとする。  

（１）会長は、本会を代表し、会務を統括する。  

（２）副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。  

（３）理事長は、理事会を代表し会務執行を統括する。  

（４）理事は、理事会を構成し、会務を審議し、執行する。また、事業の企画及び運営にあた 

る。  

（５）監事は、本会の会務及び会計を監査する。  

（６）事務局長は、会務を処理する。  

第１０条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。  

       顧問は会長の諮問に応ずる。  

 

第５章 会 議  

第１１条 本会の会議は、総会及び理事会とする。  

第１２条  

１．総会は、会員を毎年１回以上会長が招集し、次の事項を報告する。  

（１）事業計画及び予算に関すること。  

（２）事業報告及び決算に関すること。  

（３）その他、重要事項に関すること。  

２．総会は、会員、登録会員数の過半数以上の出席により成立し、議事は、出席者の過 

半数によって決する。可否同数のときは会長がこれを決する。なお、委任状出席者 

を含む。  



３．会員、登録会員現在数の３分の１以上から会議の目的事項を示して請求があった場 

合は、総会を招集しなければならない。  

第１３条  

１．理事会は、年１回以上会長が招集し議長となり、事業の計画執行並びに予算決算 、その他

本会の重要事項を審議する。   

２．理事会は、理事数の過半数以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数によって 

決する。可否同数のときは会長がこれを決する。なお、委任状出席者を含む。  

 

第６章 会計  

第１４条 本会の経費は、会費、認定料、事業収入、寄付金、補助金などをもってこれ に充てる。  

第１５条 本会の会費は JFDA の規定に準じ、いかなる理由があっても返還はしない。  

第１６条   本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。  

第１７条 登録会員の登録料及び入会金は、JFDA の規約に準ずるものとする。  

 

付 則 

１．本会則改正は、総会において出席者の 3 分の 2 以上の同意を得なければ、 変更することができな

い。  

２．この会則に定めのないことについては、理事会の承認を経て会長が別にこ れを定める。  

３．本会則は、２０１５（平成２８）年９月 ３ 日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

新潟県フライングディスク協会役員 
任期：2021年 4月 1日より 2023年 3月 31日 

 

役職 氏名 備考 

顧問 西野 仁 東海大学名誉教授 

会長 佐藤 敏郎 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 教授 

理事長 / 事務局長 佐藤 幸大 アルティメットチーム D-Force代表 

副会長 中島 航 新潟医療福祉大学スカーレット OB 

理事 阿部 真之介 南魚沼市役所 立教大 OB 

理事 大谷 健介 HIFA 

理事 安達 裕 HIFA 

理事 小幡 剛久 舞子ディスクゴルフクラブ 

理事 大槻 健吾 専門学校教員 ディスクヴィレッジ 

理事 田辺 温哉 シマト工業 

理事 大島 悟志 新潟医療福祉大学スカーレット OB 

監査 神林 至 刈羽村役場 秋田大 OB 

 

事務局所在地 

 

〒950ー3198 新潟市北区島見町 1398番地 新潟医療福祉大学 

健康科学部 健康スポーツ学科 佐藤敏郎研究室内 

 

メールアドレス ngtfda@gmail.com 

 
 

電話番号 025-257-4435 

 

ホームページ https://nifda.discplayer.jp/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


